
　　

■募集期間　２月１日（水）～３月３日（金）

■案の公表場所　担当課、市役所ロビー、牛根・新城両支所、市HP
■意見提出方法　直接、郵送、FAX、メール、市HP専用フォームでの投稿

お
知
ら
せ

垂
水
市
消
防
団

協
力
事
業
所
表
示
証

　

垂
水
市
で
は
、
消
防
団
活
動
に
積

極
的
に
協
力
し
て
い
る
事
業
所
や
団

体
に
「
垂
水
市
消
防
団
協
力
事
業
所

表
示
証
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
事
業
所
や
団
体
で
認
定
を

希
望
す
る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
消
防
団
や
各
事
業
所
等
と
連
携

し
、
地
域
の
消
防
防
災
力
の
充
実
と

強
化
を
図
り
、
安
心
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
を
構
築
し
て
ま
い
り
ま
す
。

■
交
付
状
況

①
交
付
日　

12
月
26
日
（
月
）

②
認
定
事
業
所
（
３
団
体
）

・
有
限
会
社
い
ら
か

・
有
限
会
社
丸
徳
建
設

・
社
会
福
祉
法
人
さ
ざ
な
み
福
祉
会

　

さ
ざ
な
み
保
育
園

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
消
防
本
部
総
務

課
消
防
団
係
☎
32

－

１
０
１
９

確
定
申
告
相
談
会
場
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
書
等
に

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記

載
と
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

平
成
28
年
分
の
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

■
申
告
期
間　

　

２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
水
）

平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら

平
成
28
年
12
月
31
日
ま
で
の

課
税
期
間
に
お
け
る
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

■
申
告
期
間　

　

２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
31
日
（
金
）

■
申
告
会
場　

　

鹿
屋
合
同
庁
舎
４
階
会
議
室

■
開
設
期
間　

　

２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
水
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
伴
う

　
本
人
確
認

①
通
知
カ
ー
ド
の
写
し
及
び
運
転
免

　

許
証
等
の
身
元
確
認
書
類
の
写
し

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
表
面
及

　

び
裏
面
の
写
し

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
税
務
署
☎
42

－

３
１
２
７

２
月
は
猫
の

適
正
飼
養
推
進
月
間

■
猫
の
適
正
飼
養
推
進
月
間
と
は

　

県
で
は
、
飼
い
猫
の
適
正
飼
養
の

推
進
と
、
終
生
飼
養
の
徹
底
を
図
る

た
め
、
毎
年
２
月
を
「
猫
の
適
正
飼

養
推
進
月
間
（
猫
の
飼
い
方
を
考
え

る
月
間
）」
と
し
て
い
ま
す
。「
飼
え

な
く
な
っ
た
」
と
い
う
理
由
で
、
保

健
所
に
引
取
り
を
依
頼
す
る
前
に
、

飼
い
主
の
責
任
を
果
た
し
ま
し
ょ
う
。

■
保
健
所
で
の
猫
の
引
き
取
り
数

　

平
成
27
年
度　

２
５
３
５
頭

■
適
正
飼
養
の
ル
ー
ル

①
室
内
で
飼
う

　

猫
は
室
内
で
飼
い
、
交
通
事
故
、

争
い
に
よ
る
ケ
ガ
、
感
染
症
な
ど
の

危
険
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。
ふ
ん
尿

や
鳴
き
声
、
ご
み
を
荒
ら
す
な
ど
、

周
囲
の
方
へ
配
慮
す
る
こ
と
も
飼
主

の
責
任
で
す
。
猫
を
自
由
に
放
し
て

周
辺
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
は
、
猫

嫌
い
な
人
も
増
え
、
猫
の
た
め
に
も

な
り
ま
せ
ん
。

② 

不
妊
処
置
を
行
う

　

飼
い
猫
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
、

そ
の
先
の
子
ど
も
た
ち
に
責
任
は
と

れ
る
で
し
ょ
う
か
。
１
匹
の
メ
ス
猫

か
ら
子
猫
が
生
ま
れ
、
１
年
後
に
は

合
計
20
匹
以
上
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
不
妊
・
去
勢
を
す
る
こ
と
は
、

病
気
の
予
防
や
ス
ト
レ
ス
の
軽
減
、

マ
ー
キ
ン
グ
行
為
の
減
少
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

③
所
有
者
明
示
す
る

　

飼
い
猫
だ
と
分
か
る
よ
う
に
、
し
っ

か
り
と
所
有
者
明
示
（
身
元
表
示
）

を
し
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
室
内
飼
い

で
あ
っ
て
も
、
開
い
た
ド
ア
か
ら
の

脱
走
や
突
然
の
災
害
等
で
驚
い
て
逃

げ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

④
無
責
任
な
餌
づ
け
は
や
め
る

　

野
良
猫
に
エ
サ
を
与
え
る
こ
と
は
、

近
所
に
野
良
猫
が
増
え
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、
被
害
が
集
中
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
っ

た
一
時
的
な
感
情
で
エ
サ
を
与
え
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
エ
サ
を
与

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
宅
に
引
き
取

り
、
飼
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
保
健
所
☎
52

－
２
１
１
３

空
き
家
リ
フ
ォ
ー
ム

促
進
事
業
の
受
付
期
間

延
長
の
ご
案
内

　

垂
水
市
で
は
、
空
き
家
の
有
効
利

用
と
移
住
促
進
の
た
め
「
空
き
家
リ

フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
」
と
し
て
空
き

家
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の
補
助
を
行
っ

て
い
ま
す
。
好
評
に
つ
き
、
補
助
金

の
受
付
期
限
を
延
長
い
た
し
ま
す
。

■
受
付
期
限　

２
月
28
日
（
火
）

■
対
象
と
な
る
物
件

①
垂
水
市
空
き
家
バ
ン
ク
の
登
録
物
件

②
リ
フ
ォ
ー
ム
後
、
空
き
家
バ
ン
ク

　

に
概
ね
３
年
間
登
録
可
能
な
も
の

③
本
補
助
金
に
よ
り
、
過
去
に
リ
フ

　

ォ
ー
ム
を
行
っ
て
い
な
い
も
の

④
補
助
対
象
事
業
費
が
20
万
円
以
上

※
工
事
着
工
後
の
申
請
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

①
市
税
（
空
き
家
及
び
当
該
空
き
家

　

の
敷
地
に
か
か
る
固
定
資
産
税
を

　

含
む
）
に
滞
納
が
な
い
こ
と

②
３
親
等
内
の
親
族
間
で
の
空
き
家

　

の
売
却
・
賃
貸
等
で
な
い
こ
と

■
補
助
金
額
　
補
助
対
象
事
業
費
の

50
％
（
限
度
額
50
万
円
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
企
画
政
策
課
地

域
振
興
係
☎
内
線
２
４
６

　パブリックコメント制度とは計画や条例など市の政策を作る時に、その内容等を公表し、市民から提出された

意見を参考にして意思決定を行う手続です。多くの方からのご意見をお待ちしております。なお、本制度は政策

の賛否を問うものではありません。また、集計結果はHP等で公表し、意見提出者への個別回答は行いません。

パブリックコメント、ご意見をお待ちしております！

第６次垂水市行政改革大綱（素案）

■策定の背景・目的

　将来にわたって、質の高い行政サービスを提供でき

る行政運営に向け、これまでの行政改革大綱の考え方

を継承しつつ、さらなる行政改革に取り組むため、そ

の指針となる「第６次垂水市行政改革大綱」の策定作

業を進めています。

■策定により期待されること

　本大綱を策定し、行政改革の取組を推進していくこ

とで、将来にわたって、市民の皆さまへ質の高い行政

サービスを提供することを目指します。

■担当課

　総務課人事行政係

　TEL：32-1124（内線 224）　FAX：32-6625

　mail：28-3@po.city.tarumizu.kagoshima.jp

第２期垂水市地域福祉計画（素案）

■策定の背景・目的

　住民の視点にたった地域の暮らしづくりのために、

福祉に関連する分野の方向性を示し、住民参加のもと

福祉環境の向上を目指すため「第２期垂水市地域福祉

計画」の策定を進めています。

■策定により期待されること

　住民の福祉課題、生活課題に対応し、「地域で人々

が安心して、幸せに暮らすことができる環境づくり」

が期待されます。

■担当課

　福祉課地域福祉係

　TEL：32-1115（内線 125）FAX：32-6625

　mail：28-2@po.city.tarumizu.kagoshima.jp
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